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第１ 入札の流れ 
 

１ 入札の公告 

   平成30年２月８日（木） 

    平戸市役所玄関前掲示板、及び平戸市ホームページへの掲載等 

（URL）http://www.city.hirado.nagasaki.jp/kurashi/news/2018/jihanki.html  

 ２ 入札参加の手続き方法 

   登録申請書(様式第１号)及び資格確認申請書(様式第２号)は、平戸市人事課行革推

進班で受取または平戸市ホームページからダウンロードし、所定の書類を添付し下記

により提出してください。 

  (1) 申込期間 平成30年２月９日（金）～平成30年３月２日（金） 

※ ただし、土日祝日は除く。 

  (2) 受付時間 午前９時～午後５時 

  (3) 提 出 先 平戸市総務部人事課行革推進班（平戸市役所本庁３階） 

         〒859-5192 平戸市岩の上町1508番地３ 

(4) 提出方法 持参または郵送により提出 

(5) 提出期限 平成30年３月２日（金）必着 (郵送の場合も申込期間必着) 

３ 入札参加資格の確認 

   提出いただいた資料をもとに入札参加資格の有無を確認します。なお、資料の追加

提出を求めることがあります。 

  また、入札参加資格の有無は、平成30年３月５日（月）以降に通知します。 

 ４ 入札 

  (1) 入札日時 平成30年３月14日（水）午前10時00分～（順次開始） 

         ※ 施設ごとの開始予定時刻は、後日、入札参加資格者あてに通知し

ます。 

  (2) 入札場所 平戸市未来創造館 会議室ＡＢ（平戸市岩の上町1458番地２） 

         ※ 入札参加に際し、原則として「入札保証金」が必要となります。 

          入札額の100分の５以上の「入札保証金」を入札前に会場にて納 

付してください。 

 ５ 開札、落札者決定 

入札会場において、入札者の面前で開札し、落札者を決定します。 

 ６ 契約締結 

平成30年３月20日（火）まで 

   ※ 平戸市（所管課）と落札者の間で契約を締結します。その際、原則として、契

約金額（賃貸料総額）の100分の10以上の「契約保証金」を会計課(平戸市役所１

階)にて納付してください。 

 ７ 自動販売機の設置 

   貸付一覧表のとおり 

   貸付期間の初日から設置することが可能です。その際に、電気使用量計量用子メー

ター及び空き缶回収箱等も同時に設置してください。 

 ８ 賃貸料の支払い 

平戸市が発行する納入通知書により、納付期限までに賃貸料を納付してください。 
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第２ 平戸市公有財産への自動販売機設置の取扱いに関する要綱 
 

平戸市公有財産への自動販売機設置の取扱いに関する要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この告示は、別に定めがあるものを除くほか、市の行政財産又は普通財産（以下

「公有財産」という。）への清涼飲料水等の自動販売機（自動販売機に類似するものを含

む。以下「自販機」という。）の設置の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。 

（設置場所の貸付等） 

第２条 公有財産への自販機の設置については、一般競争入札による一時貸付契約に基づ

き、その設置場所を貸付けるものとする。 

２ 前項の規定に関わらず、市は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、行政財

産使用許可、随意契約による公有財産賃貸借契約、指定管理者制度等により自販機を設

置させることができる。 

 (1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和39年法律第129号）第25条及び身体障害者福祉

法（昭和24年法律第283号）第22条に規定する自らその業務に従事する者 

 (2) 市との協定書等により、その管理する施設内において、自販機による商行為を許可

された指定管理者 

 (3) 市長が特別の理由があると認めた者 

３ 前項の規定による自販機設置の申請があった場合でも、既に申請箇所に自販機が設置

され、当該箇所の規模等から見て客観的に現在以上増加させる余地がないと判断される

場合は、設置を認めないものとする。 

（設置場所が行政財産である場合の貸付） 

第３条 自販機の設置場所が行政財産である場合の貸付けは、地方自治法（昭和22年法律

第67号。以下「法」という。）第238条の４第２項第４号の規定に基づき、庁舎等（行政

財産のうち庁舎その他の建物及びその附帯施設並びにこれらの敷地をいう。以下同じ。）

の床面積又は敷地に余裕がある場合（庁舎等の床面積又は敷地のうち、市の事務又は事

業の遂行に関し現に使用され、又は使用されることが確実であると見込まれる部分以外

の部分がある場合をいう。）において、該当余裕部分について行うものとする。 

（庁舎等の余裕部分） 

第４条 前条の余裕部分については、施設の管理者が、施設の適正管理という観点から、

当該施設の面積、既存の自販機設置状況等を勘案した上で判断した後、各施設を所管す

る課の所属する部局の長が決定するものとする。 

（貸付期間） 

第５条 貸付期間は３年間を原則とし、貸付期間の更新は行わないものとする。 

（設置場所の現地説明） 

第６条 自販機の設置場所の現地説明は、設置場所の実状に応じて適宜実施するものとす

る。ただし、その必要がないと認められるときは、現地説明を省略することができるも

のとする。 

（貸付けにおける禁止事項） 

第７条 自販機の設置場所の貸付けにおいては、次に掲げる行為は認めないものとする。 

 (1) 設置場所を自販機の設置及び運営以外の目的で使用すること。 

 (2) 設置場所の賃借権の譲渡又は転貸を行うこと。 

 (3) 自販機で販売する商品以外の広告等を表示すること。ただし、当該商品の販売促進

に関するものは除く。 

 （一般競争入札） 
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第８条 第２条に規定する一般競争入札について、必要な事項は別に定める。 

 （一時貸付契約） 

第９条 一時貸付契約の締結は、落札の決定通知を受けた日から７日以内に行うものとす

る。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その期限を延長することができ

る。 

２ 契約書の貸付期間の開始日から電源工事及び設置工事を行うことがで 

きる。 

３ 落札者が落札の決定通知を受けた日から７日以内に契約を締結しない場合は、落札は

その効力を失うものとする。 

 （契約保証金の納付） 

第10条 落札者（以下「借受人」という。）は、平戸市契約規則（平成17年平戸市規則第44

号）第32条の規定により一時貸付契約と同時に、契約保証金として契約金額（賃貸料）

の100分の10以上の金額を納付しなければならない。 

（契約保証金の帰属） 

第11条 借受人がその義務を履行しないときは、契約に別段の定めがある場合を除き、契

約保証金は市に帰属する。 

（契約保証金の還付） 

第12条 契約保証金は、契約履行後に還付する。ただし、契約による担保義務が終了する

までその全部又は一部を留保することができる。 

 （賃貸料の納付） 

第13条 賃貸料は年額とし、原則として納入通知書に定める日までに当該年度分を納付さ

せるものとする。ただし、当該年度分を一括して納付させることが困難な場合は、分割

して納付させることができる。 

２ １年度内の貸付期間に１年未満の端数がある場合は、その期間の賃貸料は月割りによ

って計算する。この場合において、１月未満の端数があるときは、日割りによって計算

する。この時、100円未満の端数が発生した場合は、100円に切り上げる。 

３ 第１項の規定に関わらず、貸付期間が３年の場合は、賃貸料は落札金額の３年分とす

る。 

４ 第３項の規定に関わらず、貸付期間が２年の場合は、賃貸料は落札金額の２年分とす

る。 

５ 第３項の規定に関わらず、貸付期間が１年の場合は、賃貸料は落札金額の１年分とす

る。 

（子メーターの設置及び電気料の納付） 

第14条 借受人が設置する自販機には、原則として電気の使用量を計量する子メーター（計

量法に基づく検査に合格したものに限る。）を借受人に設置させるものとする。 

２ 借受人は、前項の規定により設置された子メーターが計量した電気料を、納入通知書

に定める日までに納付しなければならない。 

（費用負担） 

第15条 自販機の設置（自販機電気使用量計量用子メーター及び空き缶回収箱の設置等を

含む。）、運営及び撤去に要する費用は、借受人の負担とする。 

（契約の解除） 

第16条 市は、法第238条の４第５項及び法第238条の５第４項の規定に基づき、市が貸付

物件を公用又は公共用に供するため必要とするときは契約を解除することができるもの

とする。 

２ 市は、借受人に次の各号のいずれかに該当する行為又は事実があった場合は、契約の

全部又は一部を解除することができる。 



4 
 

 (1) 借受人の責に帰する理由により契約期限までに契約を履行しなかっ 

たとき。 

 (2) 契約期限までに契約の履行の見込みがないと認めるとき。 

 (3) 契約の履行に当たり、不正の行為があったとき。 

 (4) 契約解除の申出があったとき。 

 (5) 借受人が、別に定める一般競争入札参加者の資格を失ったとき。 

 (6) 借受人又はその代理人、支配人若しくは使用人が、この告示又は契約事項に違反し

たとき。 

 (7) 前各号に定めるもののほか、市が契約を継続しがたいと認めたとき。 

３ 前２項の規定により契約を解除したときは、その旨を借受人に通知しなければならな

い。 

４ 市が第１項の規定により契約を解除した場合において、借受人に損害が生じたときは、

借受人は市にその補償を請求できるものとする。 

５ 第２項の規定により契約を解除したときは、契約保証金は市に帰属する。 

 （設置場所の返還） 

第17条 貸付期間の満了又は契約が解除となった場合においては、借受人の費用で原形に

復し、遅滞なく設置場所を市に返還させるものとする。 

（連帯保証人） 

第18条 一時貸付契約にあたっては、借受人から契約保証金を納付させることを条件に連

帯保証人は免除とする。 

 （その他） 

第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

 この告示は、告示の日から施行する。 
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第３ 入札説明書  
 

この入札に参加を希望される方は、法令、平戸市契約規則（平成17年平戸市規則第44

号）等関係例規及び平戸市自動販売機設置事業者募集要領（以下「募集要領」という。）

に基づき、必ず現地を確認し、入札される市有財産の現状・原形を承知された上で、入札

にご参加ください。  

入札参加のために提出された書類等に記載された情報は、入札事務のみに使用します。  

 

１ 入札参加者の資格                               

平戸市に本店、支店又は営業所を有する法人、平戸市内に住所を有する個人及び平戸

市民で構成する任意団体並びに平成29年度において、既に貸付一覧の自動販売機を設置

する者(清涼飲料水製造メーカーを除く)で、次の要件をすべて満たすものに限り参加す

ることができます。 

 (1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。以下「政令」という。）第167条の４第

１項の規定に該当する者でないこと。 

 (2) 公告の日から過去３年の間、政令第167条の４第２項各号の規定に該当するもので

ないこと。 

 (3) 平戸市各種契約等における暴力団等の排除措置に関する要綱（平成24年平戸市告示

第69号）第３条に規定する入札参加排除措置を市から受けている者又は受けることが

明らかである者でないこと。 

 (4) 自動販売機の設置及び運営業務について、公告を行った日から過去２年以上平戸市

内における実績を有していること。 

 (5) 法令等の規定により販売について許認可等を要する場合は、該当する許認可等の免

許を有していること。 

 (6) 平戸市税等(市税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料)及び法人

税に関し、滞納がないこと。 

  

２ 貸付物件                                   

(1) 貸付物件は、貸付一覧表のとおりです。 
(2) 入札申込可能件数は、10台以下とします。※10台を超えて申込があった場合は入札 
に参加できませんのでご注意ください。 

 (3) 貸付面積には、原則として、空き缶回収箱等の設置スペースを含みます。また、自

動販売機の機種によっては、商品の補充や維持管理のために扉の開閉等に支障がある

場合もあるので、それらの支障がないかの確認等を含め、申込み前に設置場所の確認

をしてください。※現地説明会は行いません。 

 (4) 物件ごとに特別な仕様がある場合、貸付一覧表の特記事項に記載してあります。 

 

３ 貸付条件                                   

  物件ごとに異なりますので、詳しくは貸付一覧表をご参照ください。 

 (1) 設置事業者の施設使用形態 

  ア 自動販売機の設置は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第238条の４第２項第

４号の規定に基づき、平戸市が設置事業者に対し、行政財産又は普通財産の土地又

は建物の一部を賃貸する方法により行います。 

  イ 一時貸付けであり、借地借家法（平成３年法律第90号）の適用はありません。 

 (2) 貸付期間 

平成30年４月１日から平成33年３月31日まで(３年間)。 
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３年経過後は再度入札を行い、設置業者を決定します。 

 (3) 機器の設置 

   機器の設置については、契約後に所管課と調整の上行ってください。 

 (4) 賃貸料 

   １年間の賃貸料は、入札により決定した金額となります。なお、貸付開始日から営

業開始できなかった場合でも、賃貸料は貸付期間の初日から発生します。また、補償

には一切応じません。 

 (5) 必要経費 

  ア 自動販売機の設置及び撤去に要する工事費、移転費等はすべて設置事業者の負担

とします。 

  イ 電気料についても設置事業者の負担とします。各設置事業者において電気使用量

を計量する子メーター（計量法（平成４年法律第51号）に基づく検査に合格したも

のに限る。）を設置し、電気料を平戸市が発行する納入通知書に定める日までに全

額納付してください。 

    ただし、単独引き込みにより受電を行うものについては、対象外とします。 

  ウ 物件によっては、機器設置等に係る電気工事が必要となる場合があります。この

場合の工事の実施及び費用負担は、設置事業者の負担とします。 

  エ Wi-Fi機能設備設置における通信料については、設置事業者の負担とします。 

 (6) 利用上の制限 

   貸付期間中は次の事項を遵守してください。 

  ア 募集要領、契約で定める条件を遵守し、賃貸料及び電気料を納入通知書に定める

日までに確実に納付すること。 

  イ 貸付物件を自動販売機の設置及び運営以外の目的に使用しないこと。 

  ウ 自動販売機を設置する権利を第三者に譲渡又は転貸しないこと。 

  エ 自動販売機で販売する商品以外の広告等を表示しないこと。ただし、当該商品の

販売促進に関するものは除く。 

  オ その他募集要領、契約の事項を遵守すること。 

 (7) 原状回復 

   設置事業者は、契約期間が満了又は契約が解除された場合は、速やかに原状回復し

てください。なお、原状回復に際し、設置事業者は、投じた有益費や必要経費等があ

っても一切平戸市に請求することはできません。 

 (8) 自動販売機の増設 

   平戸市が必要と判断し自動販売機を増設した場合、このことによって生じる不利益

について一切平戸市に請求することはできません。 

 (9) 売上金額の報告 

   売上金額の報告を頂く場合があります。 

 (10) 物件別特別仕様 

   物件ごとに特別な仕様がある場合、貸付一覧表の特記事項に記載してありますの

で、内容をよくご確認の上、ご不明な点があれば、貸付一覧表に記載の所管課までお

問い合わせください。 

 

４ 募集要領等に関する質疑の受付及び回答                       

  募集要領等に関して疑義がある者は、下記に従い必要書類を提出してください。 

 (1) 提出書類 

   質疑書(様式第３号) 

 (2) 提出方法 
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   電子メールまたはＦＡＸにより提出してください。 

 (3) 受付期間 

   平成30年２月９日（金）～平成30年３月２日（金）午後５時必着 

※ ただし、土日祝日は除く。 

 (4) 回答方法 

   随時、平戸市ホームページで回答し、最終的には、平成30年３月７日（水）まで

に、全ての質問事項及び回答を掲載します。 

 (5) 提出先 

   平戸市人事課行革推進班  

 

５ 入札参加の手続き                                 

入札への参加を希望する者は、所定の書類を提出し、「自動販売機設置競争入札参加登

録名簿」に登録され、かつ入札参加資格の確認を受けてください。提出期限までに書類を

提出しない又は入札参加資格がないと認められた者は、入札に参加できません。 

 

 

 

(1) 提出書類 
ア 入札参加登録名簿に登録するための書類 

自動販売機設置競争入札参加登録名簿について 

◎平戸市が実施する自動販売機設置の一般競争入札に参加するためには、「入

札参加登録申請書(様式第１号)」を提出し、「自動販売機設置競争入札参加

登録名簿」に登録されなければなりません。 

 

◎この登録申請は、随時受け付けられるものとし、申請内容の審査の結果、 

「第３入札説明書 １入札参加者」の資格の要件をすべて満たすと認められ

るときは、登録業者(個人、団体)として名簿に登録するものとします。 

 

◎今回の登録期間は、平成30年度(平成31年３月31日まで)です。以後１年ごと 

に更新の手続きが必要です。 

※今回の契約期間は３年間ですが、１年ごとに登録の更新手続きが必要にな 

りますのでご注意下さい。 

 

No. 書類の名称 
個

人 

法

人 

任

意 

団

体 

必

要 

部

数 

備考 

 

１ 

入札参加登録申請書 (様式第１号) 

実印を押印のこと。任意団体の場

合は代表者個人の実印を押印のこ

と。  

○ ○ ○ 

 

１ 

 

 

２ 

誓約書 (様式第４号) 

実印を押印のこと。任意団体の場

合は代表者個人の実印を押印のこ

と。  

○ ○ ○ 

 

１ 

 

 

※３ 

商業・法人登記簿謄本（履歴事項

全部証明書）  
× ○ × 

 

１ 

 

コピー可 
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注① 入札参加者の資格（個人・法人・任意団体）に応じて、上記書類を入札参加申込の際にご提出

ください。 

注② 上記書類中、№の左横に※をつけた書類は入札参加申込日から３か月以内に発行されたものを

ご提出ください。 

  

イ 今回の一般競争入札に参加するための書類 

No. 書類の名称 
個

人 

法

人 

任

意 

団

体 

必

要 

部

数 

備考 

 

１ 

入札参加資格確認申請書(様式第
２号) 

実印を押印のこと。任意団体の場

合は代表者個人の実印を押印のこ

と。 

 

○ 

 

○ 

 

○ 

 

１ 

 

 

２ 

自動販売機設置について、平戸市

内で２年以上の実績を証明する書

類（土地又は施設の賃貸借契約

書、使用許可書等）  

 

○ 

 

○ 

 

○ 

 

１ 

 

コピー可 

 

３ 

設置する自動販売機のカタログ

（仕様、寸法、消費電力等がわか

るもの）  

 

○ 

 

○ 

 

○ 

 

１ 

 

コピー可 

(2) 提出方法 
   持参または郵送(書留郵便)により提出してください。 

 (3) 受付期間 

   平成30年２月９日（金）～平成30年３月２日（金）午後５時必着 ※ ただし、土

日祝日は除く。 

 (4) 提出先 

   平戸市人事課行革推進班 

 

 

※４ 

住民票  

任意団体の場合は代表者個人の分 
○ × ○ 

 

１ 

 

コピー可 

 

※５ 

印鑑登録証明書  

任意団体の場合は代表者個人の分 
○ ○ ○ 

 

１ 

 

コピー可 

 

 

６ 

平戸市内に支店又は営業所を有す

る法人のみ  

平戸市内で開設していることを証

明する書類（支店・営業所の土地

建物賃貸契約書又は土地建物の登

記簿謄本）  

× ○ × 

 

 

１ 

 

 

コピー可 

 

※７ 

平戸市税、国民健康保険税、介護

保険料、後期高齢者医療保険料に

関する「滞納のない証明」  

任意団体の場合は代表者個人の分 

○ × ○ 

 

１ 

 

コピー可 

 

※８ 

法人税に関する「滞納のない証

明」 × ○ × 
 

１ 

 

コピー可 



9 
 

 (5) 参加資格の有無の通知 

   平成30年３月５日（月）以降に通知します。 

 

６ 入札保証金                                  

  入札への参加を希望する者は、下記により入札保証金を当日、入札会場にて納付して

ください。ただし、入札保証金が免除になる場合もありますので、入札参加資格の有無

の連絡の際に通知します。 

(1) 納付金額 
入札額の100分の５以上の金額 

   ※入札の予定価格（最低入札価格）の100分の５以上ではありませんので納付の際

ご注意願います。 

 (2) 納付場所 

   平戸市未来創造館 会議室ＡＢ  

   入札前に納付して頂きますので、時間に余裕を持ってご来場ください。 

 (3) 還付方法 

      開札後に会場で還付します。ただし、落札者へは契約保証金納付(又は契約締結)時

に会計課(市役所１階)で還付します。 

 

７ 入札日時等                                    

 (1) 入札日時    

平成30年３月14日（水）午前10時00分～（順次開始） 

※ 各入札の開始予定時刻は、後日、入札参加資格者あて通知します。 

 (2) 入札場所 

   平戸市未来創造館 会議室ＡＢ 

 (3) 必要書類等 

  ア 入札書 

    入札参加資格確認書に同封します。なお、平戸市のホームページからもダウンロ

ードできます。 

  イ 委任状（代理人が入札する場合のみ必要） 

    入札参加資格確認書に同封します。なお、平戸市のホームページからもダウンロ

ードできます。 

    入札参加する物件番号ごとに作成し、物件番号を必ず記載してください。なお、

代理人は、同一物件につき複数の入札参加者を代理することはできません。また、

委任者は、複数の代理人に同一物件の入札を委任することはできません。 

  ウ 印鑑（代理人が入札する場合は代理人の印鑑） 

    印鑑を押印した入札書を持参される場合は不要ですが、その場合は記入誤りにご

注意ください。 

 (4) 注意事項 

  ア 入札参加者又はその代理人（以下「入札者」という。）は当該入札開始時刻まで

に入札会場に到着していない場合は、辞退とみなします。 

  イ 入札場所への入室は、１参加者あたり２名までとさせていただきます。 

  ウ やむを得ず入札を辞退する場合は、辞退届けを提出してください。 

  エ 事情により予告なく入札を変更し、又は取り止める場合等があります。 
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８ 入札方法                                   

(1) 入札金額 

ア 入札金額は、１年間分の賃貸料を記入してください。 

  イ 貸付けを行う物件が屋内である場合には、入札書に記載された金額に当該金額の 

100分の８に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるとき

は、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、見積もった

契約希望金額の108分の100に相当する金額を入札書に記入してください。 

    ただし、落札後に消費税及び地方消費税に変動があるときには、変動後の消費税 

及び地方消費税による金額を加算した金額に契約変更します。 

    貸付けを行う物件が屋外である場合には、消費税及び地方消費税相当額の加算は 

ありません。 

  ウ 最低貸付価格以上で最も高い金額で入札された方が落札者となります。 

 (2) 入札書                                   

  ア 入札は所定の入札書を使用します。平戸市のホームページからもダウンロードで

きます。 

  イ 入札書には、黒インクのボールペン又は万年筆等、訂正ができない筆記用具を用

いて明確かつ明瞭に記入し、鮮明に押印してください。鉛筆、シャープペンシルは

使用できません。 

ウ 脱字又は誤字を加除訂正した場合には、その箇所又は付近に押印してください。

なお、金額の訂正はできませんのでご注意ください。 

エ 入札金額はアラビア数字を使用し、円未満の端数は記入しないでください。 

オ 入札者は、投入した入札書の書き換え、引き換え又は撤回をすることはできませ

ん。 

カ 前各項に違反する入札及び次のいずれかに該当する入札は、無効とします。 

(ｱ) 公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。 

   (ｲ) 入札者が法令の規定又は入札条件に違反したとき。 

   (ｳ) 入札者が同一事項について２通以上の入札をしたとき。 

   (ｴ) 入札者が他の入札者の代理をしたとき又は２人以上の者の入札を代理したと 

き。 

   (ｵ) 入札者が連合して入札をしたとき。 

   (ｶ) 入札者が入札に際し、不正の行為があったと認められるとき。 

   (ｷ) 入札書に記名押印がないときその他必要な記載事項を確認できないとき。 

 

９ 落札者の決定                                      

(1) 開札  

ア 開札は入札場所において、全ての入札書提出確認後、直ちに入札者の面前で行

います。入札者が開札に立ち会わないときは、この入札事務に関係のない職員が

立ち会います。 

イ  開札の結果、入札者のうち最低貸付価格以上で最高金額の入札をした方を落札

者とし、入札会場において発表します。 

ウ  最高金額の入札者が複数あるときは、直ちにくじを引いていただき、落札者を

決定します。なお、くじ引きを辞退することはできません。 
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10 落札者等の公表                                  

入札結果については、物件ごとに入札者数、落札者名、落札金額を平戸市のホームペ 

ージで公表します。 

 

11 契約の締結                                      

落札者には、所管課から契約書等の契約関係書類を郵送します。所管課が契約事務 

を行いますので、所管課の指示に従ってください。 

 

12 賃貸料の納付                                

賃貸料は契約書に従い、納入通知書に定める日までに平戸市発行の納入通知書で納 

付してください。 

 

13 契約保証金                                   

契約締結の際、下記により契約保証金を納付してください。 

(1) 納付金額 

契約金額（賃貸料の総額）の100分の10以上の金額 

(2) 納付方法 
会計課(市役所１階)窓口にて、契約書持参のうえ現金で納付してください。 

(3) 還付方法 
契約保証金は、市有財産の明け渡し完了後に還付します。ただし、未払いの賃貸料 

等がある場合は、平戸市に対する一切の債務を控除した残額を還付します。 

 (4) 注意事項 

ア 設置事業者の責めに帰する理由により契約期限までに契約が履行されない場合及 

び契約の解除となった場合は、契約保証金は市に帰属します。 

イ 契約保証金には利息をつけません。 

  

14 申請書等提出先及び問い合わせ先                                   

 (1) 所在地 

   〒859-5192 平戸市岩の上町1508番地３ 平戸市役所３階 

 (2) 担当課 

   平戸市総務部人事課行革推進班 ℡0950-22-4111（内線2318） 

 (3) 連絡先 

   電 話：0950-22-4111 

ＦＡＸ：0950-22-5178 

e-mail：gyokaku@city.hirado.lg.jp 

 (4) 留意事項 

   問い合わせ件数等の情報は、入札の競争性・公平性を保つため、一切お答えできま

せん。 
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第４ 貸付一覧表 

 

物件

番号
所管課 貸付施設 所在地 貸付箇所 屋内／屋外 設置台数 貸付面積 最低貸付価格 特記事項

1 総務課 平戸市役所本庁
平戸市岩の上町1508

番地３
１階玄関ロビー 屋内 １台

平成30年４月１日～

平成33年３月31日
３年間

1.16m×0.73m＋

0.34㎡≒1.19㎡
5,000円 Wi-Fi機能付

2 総務課 平戸市役所本庁
平戸市岩の上町1508

番地３
玄関前駐車場 屋外 １台

平成30年４月１日～

平成33年３月31日
３年間

1.37m×0.85m≒

1.16㎡
5,000円 ※重点景観計画区域

3 地域協働課 平戸市観光交通ターミナル
平戸市崎方町776番地
６

１階交流エリア 屋内 １台
平成30年４月１日～
平成33年３月31日

３年間
1.25m×0.9m≒

1.13㎡
5,000円

4 地域協働課 平戸市観光交通ターミナル
平戸市崎方町776番地

６
１階待合室 屋内 １台

平成30年４月１日～

平成33年３月31日
３年間

1.45m×0.9m≒

1.31㎡
5,000円

5 地域協働課 平戸市観光交通ターミナル
平戸市崎方町776番地

６
待合室入口横 屋外 １台

平成30年４月１日～

平成33年３月31日
３年間

1.2m×0.9m＝

1.08㎡
5,000円 ※重点景観計画区域

6 地域協働課 平戸市観光交通ターミナル
平戸市崎方町776番地

６
観光案内所入口横 屋外 １台

平成30年４月１日～

平成33年３月31日
３年間

1.26m×0.9m＝

1.13㎡
5,000円 ※重点景観計画区域

7 地域協働課
度島漁港

フェリーターミナル

平戸市度島町1640番

地11
出入口横 屋外 １台

平成30年４月１日～

平成33年３月31日
３年間

1.25m×0.9m≒

1.13㎡
2,000円

8 地域協働課 飯盛漁港フェリー待合所 平戸市度島町492番３ 出入口横 屋外 １台
平成30年４月１日～

平成33年３月31日
３年間

1.25m×0.9m≒

1.13㎡
2,000円

9 企画財政課 平戸文化センター
平戸市岩の上町1529

番地
１階自動販売機置場 屋内 １台

平成30年４月１日～

平成33年３月31日
３年間

1.7m×0.75m＝

1.275㎡
5,000円

自動販売機置場出入口

幅1m×高さ1.98m

10 企画財政課 平戸文化センター
平戸市岩の上町1529

番地

１階談話展示ホール

（ロビー）
屋内 １台

平成30年４月１日～

平成33年３月31日
３年間

1.8m×1.1m＝

1.98㎡
5,000円

ユニバーサルデザイン

仕様

11 企画財政課 平戸文化センター
平戸市岩の上町1529

番地
１階自動販売機置場 屋内 １台

平成30年４月１日～

平成33年３月31日
３年間

1.05m×0.7m≒

0.74㎡
5,000円

自動販売機置場出入口

幅1m×高さ1.98m

12 企画財政課 平戸文化センター
平戸市岩の上町1529
番地

１階自動販売機置場 屋内 １台
平成30年４月１日～
平成33年３月31日

３年間
1.05m×0.7m≒

0.74㎡
5,000円

自動販売機置場出入口
幅1m×高さ1.98m

13 福祉課
平戸市生月高齢者

生活福祉センター

平戸市生月町山田免

3011番地
１階玄関 屋内 １台

平成30年４月１日～

平成33年３月31日
３年間

1.4m×0.9m＋

0.45㎡＝1.71㎡
5,000円

14 福祉課 ふれ愛センター度島
平戸市度島町1673番

地
１階玄関前 屋外 １台

平成30年４月１日～

平成33年３月31日
３年間

0.99m×0.73m＋

0.25㎡≒0.97㎡
2,000円

15
保健セン

ター
平戸市福祉保健センター

平戸市田平町里免90

番地
車庫横 屋外 １台

平成30年４月１日～

平成33年３月31日
３年間

1.1m×0.82m＋

0.21㎡≒1.12㎡
5,000円

16
保健セン

ター
平戸市福祉保健センター

平戸市田平町里免90

番地
１階廊下 屋内 １台

平成30年４月１日～

平成33年３月31日
３年間

1.17m×0.9m＋

0.21㎡≒1.27㎡
5,000円

17 観光課
川内峠インフォメーション

センター

平戸市大野町39番地

３
１階待合所 屋内 １台

平成30年４月１日～

平成33年３月31日
３年間

1.2m×0.5m＝0.6

㎡
5,000円

18 農林課 多目的研修センター 平戸市辻町199番地 １階玄関ホール 屋内 １台
平成30年４月１日～

平成33年３月31日
３年間

1.2m×0.9m＝

1.08㎡
5,000円

19
生月支所

地域振興課
平戸市役所生月支所

平戸市生月町里免

1660番地
１階玄関ロビー 屋内 １台

平成30年４月１日～

平成33年３月31日
３年間

1.6m×0.8m＝

1.28㎡
5,000円

20
生月支所

地域振興課
平戸市役所生月支所

平戸市生月町里免

1660番地
１階玄関ロビー 屋内 １台

平成30年４月１日～

平成33年３月31日
３年間

1.5m×0.7m＝

1.05㎡
5,000円

21
生月支所
地域振興課

山田地区駐車場
平戸市生月町山田免
643番７

駐車場 屋外 １台
平成30年４月１日～
平成33年３月31日

３年間
2.7m×0.8m＝

2.16㎡
5,000円 ※重点景観計画区域

22
生月支所

地域振興課
山田地区駐車場

平戸市生月町山田免

643番７
駐車場 屋外 １台

平成30年４月１日～

平成33年３月31日
３年間

1.5m×0.7m＝

1.05㎡
5,000円 ※重点景観計画区域

23
生月支所

地域振興課

水産振興施設

(ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ)

平戸市生月町壱部浦

68番地１地先埋立地
１階待合室 屋内 １台

平成30年４月１日～

平成33年３月31日
３年間

1.0m×0.7m＝0.7

㎡
5,000円

24
生月支所

地域振興課

水産振興施設

(ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ)

平戸市生月町壱部浦

68番地１地先埋立地
１階待合室 屋内 １台

平成30年４月１日～

平成33年３月31日
３年間

1.1m×0.6m＝

0.66㎡
5,000円

25
生月支所

地域振興課

水産振興施設

(ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ)

平戸市生月町壱部浦

68番地１地先埋立地
１階待合室 屋内 １台

平成30年４月１日～

平成33年３月31日
３年間

1.2m×0.8m＝

0.96㎡
5,000円

26
生月支所

地域振興課
生月大橋公園

平戸市生月町南免

4375番地１
売店入口横 屋外 １台

平成30年４月１日～

平成33年３月31日
３年間

1.8m×0.9m＝

1.62㎡
5,000円

27
田平支所

地域振興課
平戸市役所田平支所

平戸市田平町里免27

番地１
１階玄関ロビー 屋内 １台

平成30年４月１日～

平成33年３月31日
３年間

2.04m×0.8m≒

1.63㎡
5,000円

28
田平支所

地域振興課
たびら昆虫自然園

平戸市田平町荻田免

1628番地４
テラス 屋外 １台

平成30年４月１日～

平成33年３月31日
３年間

0.869m×0.639m

≒0.56㎡
5,000円 Wi-Fi機能付

29
田平支所

地域振興課
たびら活性化施設

平戸市田平町里免27

番地１
１階ロビー 屋内 １台

平成30年４月１日～

平成33年３月31日
３年間

1.5m×0.9m＝

1.35㎡
5,000円 Wi-Fi機能付

30
田平支所

地域振興課
たびら活性化施設

平戸市田平町里免27

番地１
１階ロビー 屋内 １台

平成30年４月１日～

平成33年３月31日
３年間

1.5m×0.9m＝

1.35㎡
5,000円

31
大島支所

地域振興課
平戸市役所大島支所

平戸市大島村前平

1840番地１
１階玄関横 屋外 １台

平成30年４月１日～

平成33年３月31日
３年間

1.0m×0.86m＝

0.86㎡
2,000円

32
大島支所

地域振興課
第二フェリー大島 無し

船内男子トイレ入口

横
屋外 １台

平成30年４月１日～

平成33年３月31日
３年間

0.86m×0.6m≒

0.52㎡
2,000円

33 生涯学習課 平戸市ふれあいセンター
平戸市紐差町678番地

１
１階ロビー 屋内 １台

平成30年４月１日～

平成33年３月31日
３年間

1.0m×1.0m＝1.0

㎡
5,000円

34 生涯学習課 シーライフひらど 平戸市鏡川町850番地 １階ロビー 屋内 １台
平成30年４月１日～

平成33年３月31日
３年間

1.0m×1.0m＝1.0

㎡
5,000円

35 生涯学習課 北部公民館
平戸市岩の上町1458

番地２
１階ロビー 屋内 １台

平成30年４月１日～

平成33年３月31日
３年間

1.4m×1.0m＝1.4

㎡
5,000円

36 生涯学習課 北部公民館
平戸市岩の上町1458

番地２
１階ロビー 屋内 １台

平成30年４月１日～

平成33年３月31日
３年間

1.4m×1.0m＝1.4

㎡
5,000円

37 生涯学習課 生月町中央公民館
平戸市生月町壱部浦

91番地
１階ロビー 屋内 １台

平成30年４月１日～

平成33年３月31日
３年間

1.0m×0.72m＝

0.72㎡
5,000円

貸付期間
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38 生涯学習課 生月町Ｂ＆Ｇ海洋センター
平戸市生月町里免

2277番地１
１階ロビー 屋内 １台

平成30年４月１日～

平成33年３月31日
３年間

1.0m×0.69m＝

0.69㎡
5,000円

39 生涯学習課 生月町Ｂ＆Ｇ海洋センター
平戸市生月町里免

2277番地１
１階ロビー 屋内 １台

平成30年４月１日～

平成33年３月31日
３年間

1.0m×0.99m＝

0.99㎡
5,000円

40 生涯学習課 田平町民ｾﾝﾀｰ
平戸市田平町山内免
270番地１

１階ロビー 屋内 １台
平成30年４月１日～
平成33年３月31日

３年間
1.0m×0.74m＝

0.74㎡
5,000円

41 生涯学習課 田平町民ｾﾝﾀｰ
平戸市田平町山内免

270番地１
１階ロビー 屋内 １台

平成30年４月１日～

平成33年３月31日
３年間

0.86m×0.65m≒

0.56㎡
5,000円

42 生涯学習課 田平町民ｾﾝﾀｰ
平戸市田平町山内免

270番地１
玄関横 屋外 １台

平成30年４月１日～

平成33年３月31日
３年間

1.16m×0.73m≒

0.85㎡
5,000円

43 生涯学習課 田平町体育館
平戸市田平町里免93

番地１
玄関横 屋外 １台

平成30年４月１日～

平成33年３月31日
３年間

1.5m×1.0m＝1.5

㎡
5,000円

44 生月病院 生月病院
平戸市生月町山田免

2965番地
１階玄関ロビー 屋内 １台

平成30年４月１日～

平成33年３月31日
３年間

1.18m×0.68m＋

0.18㎡≒0.99㎡
5,000円

45 生月病院 生月病院
平戸市生月町山田免

2965番地
１階玄関ロビー 屋内 １台

平成30年４月１日～

平成33年３月31日
３年間

1.0m×0.72m＋

0.19㎡≒0.91㎡
5,000円

46 消防本部 消防本部
平戸市岩の上町733番

地１
庁舎裏階段横 屋外 １台

平成30年４月１日～

平成33年３月31日
３年間

1.3m×0.9m＋0.2

㎡＝1.37㎡
5,000円

47 消防本部 消防本部
平戸市岩の上町733番

地１
２階食堂待機室 屋内 １台

平成30年４月１日～

平成33年３月31日
３年間

1.2m×0.8m＋0.4

㎡＝1.36㎡
5,000円

※重点景観計画区域　…　平戸市景観条例（平成21年平戸市条例第21号）に基づく平戸市景観計画において、「周辺景観との調和に配慮する。」

　　　　　　　　　　　こととしており、原則として、落札後に都市計画課と協議を要します。

貸付期間


